
天城町農業委員会２月定例総会議事録

１ 開催日時 令和 ８年 ２月 １６日 （月） １３時３０分

２ 場 所 天城町役場 ３階会議室

３ 出席委員 １８名

番号 集 落 氏 名 番号 集 落 氏 名
１ 与名間 前田 真智子 １１ 平土野 里村 清志
２ 松原西区 中島 正博 12 兼久 平野 勝哉
３ 松原西区 政 弘幸 13 兼久 上松 初美
４ 松原上区 麓 福太郎 14 大津川 寳山 照助
５ 前野 池上 雄二 15 瀬滝 奥 好生
6 岡前 小林 耕作 16 瀬滝 吉川 貴也

17 当部 岩元 聡
８ 浅間 元田 秀満 18 三京 若山 秀也
9 天城 貞山 博一 19 西阿木名 仲 公男
10 天城 永井 学

２ 欠席委員
７番 勝尾 真一

５ 事務局 ２名

番号 役 職 氏 名 番号 役 職 氏 名
１ 事務局長 廻 美沙 ２ 係長 中山 一輝

６ 参加者 ０名

番号 所 属 氏 名

７ 会次第

（１）会長あいさつ
（２）議事事項

・議事録署名委員の指名について
・会期の決定について
・議案第３６号 農業振興地域整備計画の変更許可申請の意見について
・議案第３７号 農地法第３条許可申請について（12件）
・議案第３８号 農地法台５条許可申請について（１件）
・議案第３９号 非農地照明願について（１件）
・議案第４０号 農地中間管理権及び利用権の設定について

（３）報告事項等
・その他（協議会等）
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（次第書） 令和８年２月１６日（月） 開議１３時３０分～

（事務局） 配付してある資料の確認をお願いします。

定刻となりました。定例総会の前に仲会長よりごあいさつ

をお願いいたします。

（仲会長） 仲会長のあいさつ （会長あいさつ後、定例総会に入る。）

本日の定例総会に、勝尾委員から欠席届が出ており、これ

を承認してあります。

ただいまの出席委員は18人であります。過半数以上の出

席ですので、本定例総会は成立いたしました。

これから、令和８年２月天城町農業委員会定例総会を開会

します。

それでは、議事日程に入ります。

日程第１ 議事録署名委員の指名を行ないます。

議事録署名委員は、会議規則第１８条の規定により、永井

委員、里村委員を指名します。

日程第２ 会期決定の件を議題とします。

本日の定例総会会期は、日程通知のとおり本日１日にした

いと思います。

これに、ご異議ありませんか。

（「異議なし。」と呼ぶ者多し。）
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ご異議なしと認めます。

よって、本定例総会の会期は、１日と決定しました。

次に、本日の議案日程は、お配りしてありますとおりを予

定としております。

これに、ご異議ありませんか。

（「異議なし。」と呼ぶ者多し。）

ご異議なしと認めます。

日程第３ 議案第３６号 天城町農業振興地域整備計画の変更許可申

請の意見についてを議題とします。

事務局に申請番号１２６番の説明を求めます。

（事務局の説明）

それでは、申請番号１２６番に対する担当委員の調査報告

を求めます。

元田委員、小林委員、お願いします。

元田委員 申請番号１２６番について説明いたします。この地域は現

在、参考資料にあるとおり農振地域の変更についてになるん

ですけども、場所が参考資料の１ページをご覧下さい。この

場所がですね天城石油のとなりにあります、広域農面道路を

天寿園の方向に向かっていきますと浅間入り口という小さな

四つ角がありますけども、そちらを集落方面に向かっていき

ますと右側に土地がございます。現在牛舎が三棟たっており
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ますけども、将来的に規模拡大をしたいということで本人か

ら話がありまして先月の２０日頃に行って現地を確認して来

ましたが、この辺りは県営畑総地区が入っておりまして境界

等もはっきりしており何ら問題はないと思います。皆様かた

のご審議よろしくお願いします。

小林委員、補足説明はありませんか。

小林委員 ありません。

これから、本案に対する質疑に入ります。

質疑なしと認めます。

これから、申請番号１２６番について、採決します。

お諮りします。

本案は、これを認めることに賛成の方は、挙手をお願いし

ます。

賛成多数。

よって、申請番号１２６番については、審議の結果、これ

を認めることに決定しました。

この議案は、許可意見として町に答申します。

日程第４ 議案第３７号 農地法第３条の規定による許可申請につい

てを議題とします。
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事務局に申請番号１２７番から１３８番までの説明を求め

ます。

（事務局の説明）

それでは、本案に対する担当委員の調査報告を求めます。

順次、譲渡人、譲受人、土地の順にそれぞれ報告をお願い

します。また、参考資料等ページ番号もお願いします。

申請番号１２７番について、担当委員の調査報告を求めま

す。

貞山委員お願いします。

貞山委員 はい、申請番号１２７番について説明いたします。譲渡人

と譲受人は親子になります。場所は参考資料の２ページをご

覧ください。天城から空港へ向かう県道の点滅信号を曲がっ

た所になります。現在はキビが植えられています。境界等も

はっきりしていて何ら問題ないと思います。皆様のご審議を

よろしくお願いいたします。

これから、本案に対する質疑に入ります。

質疑なしと認めます。

これから、申請番号１２７番について、採決します。

お諮りします。
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本案は、これを認めることに賛成の方は、挙手をお願いし

ます。

賛成多数。

よって、申請番号１２７番は、審議の結果、これを認める

ことに決定しました。

ここで議長職を中島会長代理と交代します。

（議長交代）

（中島会長代理） それでは、申請番号１２８番について、担当委員の調査報

告を求めます。

仲委員お願いします。

仲委員 はい、１２８番について説明いたします。譲受人、譲渡人

は縁故関係はありません。場所は第一南部西阿木名畑総地区

で三京への道路がありますが、ダムの手前の道を曲がって四

枚目の畑です。この土地が仮換地ということで面積は登記簿

の面積になっていますが、畑総後の図面があって位置等は問

題ないです。ここは仮換地の状態ですが問題ないと思います。

皆様のご審議をよろしくお願いいたします。

これから、本案に対する質疑に入ります。

質疑なしと認めます。



- 6 -

これから、申請番号１２８番について、採決します。

お諮りします。

本案は、これを認めることに賛成の方は、挙手をお願いし

ます。

賛成多数。

よって、申請番号１２８番は、審議の結果、これを認める

ことに決定しました。

ここで議長職を仲会長と交代します。

（議長交代）

（仲会長） 次に、申請番号１２９番について、担当委員の調査報告を

求めます。

上松委員お願いします。

上松委員 はい、１２９番について説明いたします。譲渡人と譲受人

は親戚になります。譲渡人が高齢になったため今回売買する

ことになりました。各当地は兼久団地の方の前を千間線の方

に右に入っていきましてこの周囲が隣接してまして譲受人の

２件の民家がありますけども、現地を確認した結果問題はな

いと考えております。ご審議のほどよろしくお願いします。

これから、本案に対する質疑に入ります。

質疑なしと認めます。
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これから、申請番号１２９番について、採決します。

お諮りします。

本案は、これを認めることに賛成の方は、挙手をお願いし

ます。

賛成多数。

よって、申請番号１２９番は、審議の結果、これを認める

ことに決定しました。

次の審議に入る前に、政委員の退室を求めます。

（政委員、退室）

申請番号１３０番について、担当委員の調査報告を求めま

す。

中島委員お願いします。

中島委員 はい、申請番号１３０番について説明します。譲渡人と譲

受人は縁故関係はありません。場所は参考資料の配田の方が

参考資料の５ページ。西部里と大ミトが６ページ。ちょっと

案件が多いので簡単に説明しますけども、岡前の配田のほう

が県道から岡前にあがっていきますとスナックがあるんです

がその道を山手の方にあがっていきますと基幹道路に出てそ

れを山手のほうに行って３００ｍ先の右手になります。

あと西部里のほうは譲渡人の方が松上で畜産をやっているん

ですがその場所が松上の公民館前、TMショップをあがって
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いきますと牛舎があるんですがその牛舎の近辺になります。

大ミトもその周辺になります。場所的には畑総地区になって

いるので境界の方は問題はないと思います。皆さんよろしく

お願いします。

これから、本案に対する質疑に入ります。

質疑なしと認めます。

これから、申請番号１３０番について、採決します。

お諮りします。

本案は、これを認めることに賛成の方は、挙手をお願いし

ます。

賛成多数。

よって、申請番号１３０番は、審議の結果、これを認める

ことに決定しました。

次に、申請番号１３１番について、担当委員の調査報告を

求めます。

中島委員お願いします。

中島委員 はい、申請番号１３１番について説明します。譲渡人、譲

受人は縁故関係はありません。場所は松原のソーラー発電の

設備があるんですが、その前の道路を天寿園方面に向かって

いきますと天城岳入り口の一歩手前を山手へ向かって行って

左手の方になります。この畑もですね。譲受人のほうが前々
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からやっている畑なんで何ら問題ないと思います。みんな畑

総地区で境界はしっかりしてます。問題はないと思います。

よろしくお願いいたします。

これから、本案に対する質疑に入ります。

質疑なしと認めます。

これから、申請番号１３１番について、採決します。

お諮りします。

本案は、これを認めることに賛成の方は、挙手をお願いし

ます。

賛成多数。

よって、申請番号１３１番は、審議の結果、これを認める

ことに決定しました。

次に、申請番号１３２番について、担当委員の調査報告を

求めます。

中島委員お願いします。

中島委員 はい、１３２番について説明いたします。譲渡人、譲受人

は縁故関係はありません。場所はですね。先ほどの参考資料

７ページの基幹農道の天城岳入り口を山手の方にあがって行

きますと４つ目の畑になります。その畑も畑総が入っていて

境界もはっきりしています。何ら問題はないと思います。よ
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ろしくお願いします。

これから、本案に対する質疑に入ります。

質疑なしと認めます。

これから、申請番号１３２番について、採決します。

お諮りします。

本案は、これを認めることに賛成の方は、挙手をお願いし

ます。

賛成多数。

よって、申請番号１３２番は、審議の結果、これを認める

ことに決定しました。

次に、申請番号１３３番について、担当委員の調査報告を

求めます。

中島委員お願いします。

中島委員 はい、申請番号１３３番について説明します。譲渡人、譲

受人縁故関係はありません。場所は先ほどの参考資料６ペー

ジをご覧ください。譲渡人の牛舎の畑の周りになっています。

先ほどと同じように畑総地区になっていて境界ははっきりし

ていますのでよろしくお願いいたします。そしてその数年前

からですね。譲渡人の息子さんが引き継いで畜産と畑のほう
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をやってるんですが、本人が色々なレストラン経営とかやっ

てまして農業に手が回らなくなったということで譲受人の方

が小作をしております。飼料畑として使用しています。以上

です。

これから、本案に対する質疑に入ります。

質疑なしと認めます。

これから、申請番号１３３番について、採決します。

お諮りします。

本案は、これを認めることに賛成の方は、挙手をお願いし

ます。

賛成多数。

よって、申請番号１３３番は、審議の結果、これを認める

ことに決定しました。

次に、申請番号１３４番について、担当委員の調査報告を

求めます。

中島委員お願いします。

中島委員 はい、申請番号１３４番について説明いたします。譲渡人、

譲受人は縁故関係はありません。場所は参考資料の７ページ

ご覧ください。松原の港川の上流をですね。山手の方にあが

っていきますと二股に分かれていて横に直線道路があるんで
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すが左手にNさんのハーベスター倉庫があるんですが、そこ

の反対側になります。そっちも畑総地区になっていて境界も

しっかりしているんで問題はないと思います。よろしくお願

いいたします。

これから、本案に対する質疑に入ります。

質疑なしと認めます。

これから、申請番号１３４番について、採決します。

お諮りします。

本案は、これを認めることに賛成の方は、挙手をお願いし

ます。

賛成多数。

よって、申請番号１３４番は、審議の結果、これを認める

ことに決定しました。

政委員の入室を認めます。

（政委員入室）

次に、申請番号１３５番について、担当委員の調査報告を

求めます。

吉川委員お願いします。

吉川委員 はい、申請番号１３５番について説明したします。譲渡人

と譲受人は縁故関係はありません。場所は参考資料の８ペー
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ジになります。平瀬製菓の北側になります。境界等もはっき

りしてるんで何ら問題ないと思います。皆様のご審議をよろ

しくお願いいたします。

これから、本案に対する質疑に入ります。

質疑なしと認めます。

これから、申請番号１３５番について、採決します。

お諮りします。

本案は、これを認めることに賛成の方は、挙手をお願いし

ます。

賛成多数。

よって、申請番号１３５番は、審議の結果、これを認める

ことに決定しました。

次に、申請番号１３６番について、担当委員の調査報告を

求めます。

永井委員お願いします。

永井委員 はい、１３６番について説明します。譲渡人と譲受人は親

子になります。参考資料の９ページになります。譲受人のほ

うがサトウキビを植えています。境界等もはっきりしている

ので何ら問題ないと思います。皆様のご審議をよろしくお願

いします。
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これから、本案に対する質疑に入ります。

質疑なしと認めます。

これから、申請番号１３６番について、採決します。

お諮りします。

本案は、これを認めることに賛成の方は、挙手をお願いし

ます。

賛成多数。

よって、申請番号１３６番は、審議の結果、これを認める

ことに決定しました。

次に、申請番号１３７番について、担当委員の調査報告を

求めます。

中島委員お願いします。

中島委員 はい、１３７番について説明します。譲渡人と譲受人は縁

故関係はございません。場所は参考資料の１０ページをお願

いします。松原の農協があるんですが松原農協の反対側の道

を山手のほうにあがっていきます。右手の方に抜ける道があ

るんですがその横になります。いままでは別の方が耕作して

いたんですが境界はですね。木で囲われていて問題ないと思

います。皆様のご審議よろしくお願いします。
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これから、本案に対する質疑に入ります。

質疑なしと認めます。

これから、申請番号１３７番について、採決します。

お諮りします。

本案は、これを認めることに賛成の方は、挙手をお願いし

ます。

賛成多数。

よって、申請番号１３７番は、審議の結果、これを認める

ことに決定しました。

次に、申請番号１３８番について、担当委員の調査報告を

求めます。

中島委員お願いします。

中島委員 はい、１３８番について説明します。譲渡人と譲受人は縁

故関係はございません。場所は参考資料の１０ページ。TM

ショップの前のとおりを山手の方にいきますと四つ角があり

ますがそこを松西方面に行きますと松西に下るハウスの手前

の道をですね。ちょっと海岸の方に入った二段目の畑になり

ます。こちらも畑総地区で境界はしっかりしています。何ら

問題はないと思いますが皆さんご審議よろしくお願いしま

す。

これから、本案に対する質疑に入ります。
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質疑なしと認めます。

これから、申請番号１３８番について、採決します。

お諮りします。

本案は、これを認めることに賛成の方は、挙手をお願いし

ます。

賛成多数。

よって、申請番号１３８番は、審議の結果、これを認める

ことに決定しました。

日程第５ 議案第３８号 農地法第５条の規定による許可申請につい

てを議題とします。

事務局に申請番号１３９番の説明を求めます。

（事務局の説明）

それでは、本案に対する担当委員の調査報告を求めます。

貞山委員、永井委員、お願いします。

貞山委員 申請番号１３９番について説明します。譲渡人と譲受人の

縁故関係はありません。場所は参考資料の２ページをご覧下

さい。写真スタジオのすぐ隣になります。先ほど事務局から

説明があったとおり、顛末書を提出しての申請になります。

皆様のご審議よろしくお願いします。
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永井委員、補足説明はありませんか。

永井委員 ありません。

これから、本案に対する質疑に入ります。

質疑なしと認めます。

これから、申請番号１３９番について、採決します。

お諮りします。

本案は、これを認めることに賛成の方は、挙手をお願いし

ます。

賛成多数。

よって、申請番号１３９番については、審議の結果、これ

を認めることに決定しました。

日程第６ 議案第３９号 非農地証明願申請についてを議題としま

す。

事務局に申請番号１４０番の説明を求めます。

（事務局の説明）

それでは、本案に対する担当委員の調査報告を求めます。

前田委員、中島委員、政委員、お願いします。
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政委員 はい、申請番号１３４番について説明いたします。参考資

料の１１ページをご覧下さい。場所はサンセットリゾートの

道を挟んで向かいになります。２月１２日に中島委員、前田

委員、事務局の４名で現地確認してきましたが、木とかが生

えていてとても手がつけられる状態じゃありませんでした。

境界などは調査が入っていたようです。しっかりしていると

思いますが皆さんのご審議よろしくお願いいたします。

他の委員、補足説明はありませんか。

委員 大丈夫です。

これから、本案に対する質疑に入ります。

質疑なしと認めます。

これから、申請番号１４０番について、採決します。

お諮りします。

本案は、これを認めることに賛成の方は、挙手をお願いし

ます。

賛成多数。

よって、申請番号１４０番は、審議の結果、これを認める

ことに決定しました。
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日程第７ 議案第４０号 農地中間管理権及び利用権の設定について

を議題とします。

事務局に本案の説明を求めます。

はい、番号１番、番号２番、番号３番、番号４番が与名間

地区になります。契約内容については賃借権で１０年間の契

約になっております。場所が参考資料の１３ページになりま

す。県道からムシロ瀬に下っていく道の所が大石グジン、南

に５００ｍの所が崎原になります。崎原の３－２４なんです

が、一筆になっていますが分けて使用しているということで、

①と②とわけてあります。

次に番号５番です。こちらが西阿木名の農地になります。契

約内容については貸借権での３年間の契約になります。対象

地が参考資料の１２ページになります。資料の海側の畑総地

区になります。よろしくお願いします。

中島委員 番号３番の場所が参考資料にのってないんですが。

事務局 すいません。記載もれがありました。番号２の農地の手前

が対象地になります。

これから、本案に対する質疑に入ります。

質疑なしと認めます。

これで質議を終わります。



- 20 -

これから、本案について、採決します。

お諮りします。

本案は、これを認めることに賛成の方は、挙手をお願いし

ます。

賛成多数。

よって、本案は、審議の結果、これを認めることに決定し

ました。

日程第８ 諸報告を行います。お手元に配布してありますので、お目

通し願います。

以上で、諸報告を終わります。

以上で、議事日程を終了し、協議会に入ります。

協議事項等ありませんか。

・資料の記載方法（貸借権・使用貸借権）について

事務局より連絡等ありませんか。

・活動記録簿について

・農業委員改選の申込書について

次回の定例総会は、３月１６日、月曜日を予定としていま

す。

以上で、協議会を終わります。
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以上で、本日の日程は全部終了しました。

令和８年２月天城町農業委員会定例総会を閉会します。

閉会 14 時 15 分


